
食品安全委員会食品安全確保総合調査実施要領

（平成１９年７月８日内閣府食品安全委員会事務局長決定）

（最終改正：平成２５年３月２８日）

第１ 趣旨

本要領は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第２３条１項６

号に規定する科学的調査として食品安全委員会が行う食品安全確保総合

調査（以下「調査」という ）について、その効果的かつ効率的な実施の。

ために必要な事項を定めるものとする

第２ 調査の実施期間

調査における実施課題ごとの実施期間は、当該実施課題に係る調査を開

始する当該年度内とする。

第３ 技術等審査会の設置

調査の適正かつ円滑な実施に資するため、次により食品安全確保総合調

査技術等審査会（以下「技術等審査会」という ）を設置する。。

（１） 構成員及び主査

① 技術等審査会は、食品安全委員会事務局長（以下「事務局長」とい

う 、事務局次長、総務課長、評価第一課長、評価第二課長、情報・。）

勧告広報課長及び外部有識者により構成する。

② 技術等審査会に主査を置き、総務課長をもって充てる。

③ 主査は会務を取りまとめる。

④ 技術等審査会は、主査が招集する。

（２） 審査事項

技術等審査会は、別紙「食品安全確保総合調査に係る技術等審査手

」 、 「 」順 に基づき 調査の実施に必要な技術等の審査(以下 技術等審査

という。)を行う。

第４ 調査の対象課題の案の選定

１ 調査の対象課題の案の提案

（１） 食品安全委員会事務局(以下「事務局」という。)各課は、原則とし

て、調査を開始しようとする前年度の２月末日までに 「食品の安全、

性の確保のための調査研究の推進の方向性について」に沿って作成し

た調査の対象課題の案に係る調査計画書（別記様式第１号 、技術等）
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評価表（別記様式２号）及び所要の経費を試算した積算内訳（別記様

式３号）(以下｢調査計画書等｣という。)を総務課に提出する｡

（２） 総務課は、各課から提出された調査の対象課題の案を「調査・研究

企画会議の設置等について」に基づき設置された調査・研究企画会議

に提案する。

（３） （１）の規定にかかわらず、事務局各課は、緊急に調査を実施する

必要があるときは、随時、調査計画書等を総務課に提出することがで

きる。

（４） 総務課は、食品安全委員会委員が調査の対象課題の案を提案する場

合にあっては、当該案に係る調査計画書等を作成する。ただし、総務

課は、必要に応じ、評価第一課、評価第二課及び情報・勧告広報課に

当該調査計画書等を作成させることができる。

２ 調査の対象課題の案の選定等

事務局長は 食品安全委員会食品安全確保総合調査の実施について 平、「 」（

成２３年２月７日調査・研究企画調整会議決定）第３の（２）に基づき

報告された調査の対象課題について食品安全委員会において決定された

ときは、速やかに調査計画書等を精査した上で一般競争入札に必要な手

続を行う。

第５ 応札者の技術等審査

事務局は、総合評価落札方式で入札を実施する場合は 「調査、広報及、

び研究開発に関する入札に係る総合評価落札方式の実施について （平成」

１９年３月３０日付け府会第２９０号内閣府大臣官房会計課長通知。以

下「会計課長通知」という ）別紙「調査に関する入札に係る総合評価落。

札方式の標準マニュアル」の「 総合評価方式（調査 」の手続きについ「 ）

て」の７に基づき、応札者の提案について採点を行い技術点を決定する

ため、技術等審査会において技術等審査を行うものとする。

第６ 調査の実施に当たっての留意事項

契約手続を経て実施請負者が決定されたときは、調査計画書等を作成し

た課（以下「主管課」という ）は、実施請負者と実施課題に係る打合せ。

等を行い、仕様書に掲げる事項を遵守するよう調整、指示するとともに、

当該実施課題の実施期間中においても、必要に応じて、実施請負者から進

捗状況等を聴取・確認するなど、適正な調査の実施に努めるものとする。

第７ 調査結果の活用
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主管課は、調査結果の適切な活用に努めるとともに、その活用実績を調

査・研究企画会議に報告する。

第８ 庶務

調査の実施に係る庶務(技術等審査会の庶務を含む。)は、総務課におい

て処理する。

第９ その他

この要領に定めのない事項については、会計課長通知のほか、別に定め

るところによるものとする。

附 則

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、課名の変更に係る

改正は、食品安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令（平成２５

年内閣府令第３０号）の施行の日から施行する。
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(別紙) 

食品安全確保総合調査に係る技術等審査手順 

 

 

１ 基本的な考え方 

食品安全確保総合調査において、総合評価落札方式による技術等の審査を行う場合、

次の評価項目及び手順に従って行うものとする。 

 

２ 技術等の評価項目 

  技術等の評価は、次の項目について評価する。 

(1) 「必須項目」及び「加点項目」の評価 

   調査を実施するための最低限の水準を満たしているかを評価する「必須項目」及び

優れた提案が行われた場合に評価する「加点項目」について評価を行う。 

(2) 「実施体制等に関する項目」及び「創造性・新規性に関する項目」の評価 

提案内容について実現可能性なものであるかを評価する「実施体制等に関する項

目」及び提案内容の創造性・新規性を評価する「創造性・新規性に関する項目」につ

いて評価を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３ 技術等の審査手順 

  技術等の審査は、以下の手順により実施する。 

(1) 技術等の審査の方法 

技術等の審査は、仕様書及び技術等評価表に基づき、技術等提案書に対して、書面

及びヒアリングにより審査を行う。 

(2) 「実施体制等に関する項目」の審査 

① 技術等の審査のうち、「実施体制等に関する項目」については、４の(1)の評価者

により書面によって審査を行い、その結果を食品安全確保総合調査技術等審査会（以

「加点項目」

提案内容が優れている点について評価

実施体制（４０点） 創造性・新規性（６０点）

「必須項目」
全ての項目が評価基準に合致し
ているか評価
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下「技術等審査会」という。）に報告する。 

② 技術等審査会は、①の報告を踏まえて実施体制等に関する項目の審査結果を決定

する。なお、「必須項目」とされた項目のうち１項目でも評価基準に合致していな

いと評価された場合は、不合格とし、「創造性・新規性に関する項目」の審査は行

わないこととする。 

(3) 「創造性・新規性に関する項目」の審査 

技術等の審査のうち、「創造性・新規性に関する項目」については、４の(2)の評

価者によりヒアリングによる審査を行う。 

 (4) 技術等の審査結果の集計 

総務課は、(2)及び(3)により審査された採点結果を集計し、食品安全委員会事務局

長に報告する。なお、採点結果の集計方法は、各評価者の平均点（小数点第２位未満

を切捨て）とする。 

  
４ 評価者 

 (1) 「実施体制等に関する項目」の審査は、それぞれ次に掲げる担当者により行う。 

① 主管課が評価第一課の場合 

ア 評価第一課：課長、評価調整官、課長補佐(調整担当)、課長補佐(当該調査担

当) 

イ 総務課：課長補佐(庶務・委員会担当、調査担当) 

ウ 評価第二課：課長補佐(調整担当) 

② 主管課が評価第二課の場合 

ア 評価第二課：課長、評価調整官、課長補佐(調整担当)、課長補佐(当該調査担

当) 

イ 総務課：課長補佐(庶務・委員会担当、調査担当) 

ウ 評価第一課：課長補佐(調整担当) 

③ 主管課が情報・勧告広報課の場合： 

ア 情報・勧告広報課：課長、リスクコミュニケーション官、課長補佐(管理・勧

告・モニタリング担当)、課長補佐（当該調査担当）、リスクコミュニケーショ

ン専門官 

イ 総務課：課長補佐(庶務・委員会担当、調査担当) 

(2) 「創造性・新規性に関する項目」の審査は、技術等審査会の構成員により行う。 
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別記様式第１号

調査計画書

１ 調査課題名

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

２ 調査の背景・必要性

３ 調査結果の活用計画

４ 調査の内容

別添「仕様書(案)」のとおり
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別 添

仕様書（案）
１．件名

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

２．調査目的

３．作業内容

（１）○○○○○○○○○○○の調査

（２）○○○○○○○○○○○の調査

（３）○○○○○○○○○○○の調査

（４）調査結果の報告会開催

① 本調査で得られた内容について、調査結果の報告会を開催すること。

② 調査結果の報告会を開催する際は、原則として食品安全委員会事務局会議室を

使用することとし、開催日時、構成等について、事前に内閣府食品安全委員会事

務局監督職員等の了承を得ることとする。

（５）成果物の作成

報告書を作成する際には、以下の点に留意し作成すること。

① 調査報告書は、得られた内容を体系的に整理、分析を行い、図形等を用いて分

かりやすいものにするよう努めること。

調査報告書の冒頭に「調査の概要」として、調査内容や成果等について、要約②

を作成すること。

。③ 調査報告書（製本版）は、日本工業規格Ａ列４番(Ａ４サイズ)で作成すること

④ 調査報告書（CD-ROM）は、ＰＤＦ形式(OCR処理済み)及び編集可能な保存形式の

ファイル(ワード、エクセル等)で作成すること。

⑤ 成果物（案）が出来た段階で、速やかに内閣府食品安全委員会事務局監督職員

等と検討・調整を行うこと。
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４．契約期間

平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

５．作業スケジュール

○○年 ○月 ○○○○○○○○

○～ ○月 ○○○○○○○○

○～ ○月 ○○○○○○○○

○○年 ○～ ○月 ○○○○○○○○

○○年○月○○日までに成果物を提出すること。

６．成果物

調査報告書(製本版) ○○部

調査報告書( ) ○○部CD-ROM

７．納品期限

すべての成果物を契約期間の満了日までに納品すること。

８．監督職員（人事異動の場合は後任者等による）

内閣府食品安全委員会事務局 ○○課 ○○○○ ○○ ○○

９．検査職員（人事異動の場合は後任者等による）

内閣府食品安全委員会事務局 ○○課 課長補佐 ○○ ○○

１０．連絡調整

作業の実施に当たっては事前に内閣府食品安全委員会事務局監督職員等と連絡を

密にとることとし、作業中においても、７に記載した作業スケジュールの段階ごと

に、作業の進捗状況を報告すること。なお、作業の遅延、業務の実施に当たって疑

義等が生じた場合には、速やかに内閣府食品安全委員会事務局監督職員等の指示に

従うこと。

１１．技術提案の遵守

、本件は一般競争入札・総合評価落札方式（調査）の手続きを経て行うものであり

本仕様書及び技術提案書に記載した内容については誠実に履行すること。

１２．その他

。（１）本業務により知り得た成果については、許可なく第三者に譲渡してはならない

（２）本調査を実施するに当たり、調査期間中に食品に係る緊急な危害情報を入手し

た場合は、速やかに内閣府食品安全委員会事務局監督職員等へ通報すること。

３）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（
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別記様式第２号

○技術等評価表（参考）

件名:○○○○○○○○○○○○○○○○調査

【必須項目】

仕様書 技術提案書

(番号) (番号)

１. 中立・公正な調査の可能性

(1) 当該調査との利害関係の有無

(2) 中立・公正な調査に対する配慮

２. 組織・業務従事者の体制・能力

(1) 組織の体制・能力

(2) 業務従事者の体制・能力

３． 調査方針

(1) 業務実施の基本方針

【加点項目】
種  別

仕様書 技術提案書 Ａ実施体制等

(番号) (番号) Ｂ創造性等

１． 組織・業務従事者の体制・能力 40

・過去に当該調査と類似した調査（食品による健康被害事例）を、過去５年以
内に最低１件は実施しているか。(１件以上実施している場合に６点、３件以上
実施している場合に１２点とする)

12 ０・６・12 Ａ

・調査を実施する事業所が第三者認証機関による審査を受けISO9001を取得して
いるか。

8 ０・８ Ａ

(2) 業務従事者の体制・能力
・業務従事者として、食品による健康被害事例調査の実務経験を有している者
を確保しているか。（実務経験が３年以上の者を３名以上確保している場合は
１０点、４名以上の場合は２０点とする）

20 20 ０・10・20 Ａ

２． 調査計画等（作業内容） 50

(1)　食品による健康被害事例の情報収集・整理

・調査案件について、訓練シナリオ作成に有効とする事例選定の考え方が具体
的に示されているか

8 ０・８ Ｂ

・仕様書に示されている以外、独自の調査項目、調査内容の提案がされている
か

8 ０・８ Ｂ

② 危害因子に関する調査
・調査の手法として当該危害因子の専門家に意見を聴取するなど、体系的に整
理された調査となるような工夫がされているか

8 ０・８ Ｂ

③ 食中毒に由来する経済的損失等に関
する文献調査

・食中毒に由来する経済的損失等の文献調査として、仕様書に示されている以
外の内容の調査が提案がされているか

8 ０・８ Ｂ

(2) 訓練に係る関係資料の作成及び整理
・作成する関係資料が訓練参加者にとってわかりやすいものとなるよう工夫さ
れたものとなっているか

9 9 ０・９ Ｂ

(3)
訓練シナリオ及び訓練のために作成し
た関係資料の検証

・訓練シナリオ及び作成した関係資料について、効果的な検証を行う具体的な
手法が示されているか

9 9 ０・９ Ｂ

３． 調査報告書の作成 10

・各ステップのイメージが具体的に示されているか。 5 ０・５ Ｂ

・分かりやすくまとめるよう完成イメージが具体的に示されているか。 5 ０・５ Ｂ

40 Ａ

60 Ｂ

食品安全委員会食品安全確保総合調査実施要領第３の（２）に規定する「食品安全確保総合調査に係る技術等審査手順」に基づく。

集計方法：技術等審査会の審査委員毎の採点を平均（小数点第２未満を切捨て）して行う。

評  価  項  目

評  価  項  目 評  価  基  準 配　点 点　数

種別Ａ

20

・業務従事者として、食品による健康被害事例調査の実務経験を有している者を確保しているか。
（実務経験が３年以上の者を３名以上確保している場合は４点、４名以上の場合は８点とする）

可・否

16

16

・仕様書に示した作業内容が全て提案されているか。 可・否

可否

可・否

可・否

可・否

10

合　計 100

 (1) 調査報告書の構成等について

種別Ｂ

該当箇所

評　価　基　準

(1) 組織の体制・能力

① 食品による健康被害事例に関する調
査

該当箇所

・当該調査に対しての利害関係の有無

・中立・公正な調査に対して配慮されているか。

・過去に当該調査と類似した調査（食品による健康被害事例）を、過去５年以内に最低１件は実施し
ているか。
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○積算単価表(調査物・25年度)

単 位 金  額 金  額 税 根拠資料等
税抜・円（率） 調整前 込･抜

根拠資料名

1 平成25年度内閣・内閣府概算要求単価算定資料

2 別添資料２のとおり

3 科学技術振興機構(JDreamⅡ料金表)別添資料のとおり

Ａ 人件費

1 総括主任研究員 １日 20,900 20,900 抜 資料１ Ｐ13

2 主任研究員 １日 18,000 18,000 抜 資料１ Ｐ13

3 研究員 １日 16,380 16,380 抜 資料１ Ｐ13

4 補助員 １日 5,979 5,979 抜 資料２

Ｂ 諸謝金

1 出席・協力者・講演（大学学長） １時間 10,400 10,400 抜 資料１ Ｐ13

2 出席・協力者・講演（大学学部長） １時間 8,000 8,000 抜 資料１ Ｐ13

3 出席・協力者・講演（教授） １時間 7,200 7,200 抜 資料１ Ｐ13

4 出席・協力者・講演（准教授） １時間 5,600 5,600 抜 資料１ Ｐ13

5 出席・協力者・講演（講師） １時間 4,700 4,700 抜 資料１ Ｐ13

6 出席・協力者・講演（助手等） １時間 4,200 4,200 抜 資料１ Ｐ13

7 出席・協力者・講演（役員相当） １時間 10,400 10,400 抜 資料１ Ｐ13

8 出席・協力者・講演（課長相当） １時間 5,600 5,600 抜 資料１ Ｐ13

9 出席・協力者・講演（課長補佐相当以下） １時間 4,700 4,700 抜 資料１ Ｐ13

10 執筆・一般的なもの 400字詰 1,800 1,800 抜 資料１ Ｐ13

Ｃ 旅費

（国内旅費）

1 総括主任研究員・全国平均 １泊２日 58,933 61,880 込 資料１ Ｐ14

2       〃      ・ブロック内 日帰り 19,047 20,000 込 資料１ Ｐ14

3       〃      ・県内100ｷﾛ内 日帰り 2,333 2,450 込 資料１ Ｐ14

4 主任研究員・全国平均 １泊２日 45,714 48,000 込 資料１ Ｐ14

5     〃    ・ブロック内 日帰り 14,552 15,280 込 資料１ Ｐ14

6     〃    ・県内100ｷﾛ内 日帰り 2,238 2,350 込 資料１ Ｐ14

7 研究員・全国平均 １泊２日 43,047 45,200 込 資料１ Ｐ14

8   〃  ・ブロック内 日帰り 14,171 14,880 込 資料１ Ｐ14

9   〃  ・県内100ｷﾛ内 日帰り 2,142 2,250 込 資料１ Ｐ14

（外国旅費）

10 航空運賃 根拠資料参照

11 日当、宿泊料 根拠資料参照

Ｄ 印刷製本費

1 平版印刷・１枚物・  4000枚まで １枚 5.87 5.87 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

2        〃       ・  5000枚以上 １枚 4.02 4.02 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

3        〃       ・ 10000枚以上 １枚 2.70 2.70 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

4 平版印刷・項  物・  3000部まで １頁当 5.47 5.47 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19*1/2を含む)

5        〃       ・  5000部以上 １頁当 2.04 2.04 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19*1/2を含む)

6        〃       ・ 10000部以上 １頁当 1.60 1.60 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19*1/2を含む)

7 軽 印 刷・１枚物・  1000枚まで １枚 9.34 9.34 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

8        〃       ・  5000枚以上 １枚 2.96 2.96 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

9        〃       ・ 10000枚以上 １枚 2.35 2.35 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

10 軽 印 刷・項  物・  1000部まで １頁当 6.91 6.91 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

11        〃       ・  5000部以上 １頁当 2.84 2.84 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)

12        〃       ・ 10000部以上 １頁当 2.61 2.61 抜 資料１ Ｐ21(紙代上質1.19を含む)
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○積算単価表(調査物・25年度)

単 位 金  額 金  額 税 根拠資料等
税抜・円（率） 調整前 込･抜

Ｅ 通信運搬費

1 通話料・100km超 ３分 40 40 抜 資料１ Ｐ28

2   〃  ・近県 ３分 30 30 抜 資料１ Ｐ28

3   〃  ・近接 ３分 20 20 抜 資料１ Ｐ28

4 運搬費・定形外 50ｇまで １件 114 120 込 資料１ Ｐ29

5 運搬費・定形外 250ｇまで １件 228 240 込 資料１ Ｐ29

6        〃      １㎏まで １件 552 580 込 資料１ Ｐ29

Ｆ 消耗品費

1 封筒角２号・ 1000部 １枚 14.7 14.7 抜 資料１ Ｐ26

2     〃    ・ 5000部 １枚 10.9 10.9 抜 資料１ Ｐ26

3     〃    ・10000部 １枚 9.3 9.3 抜 資料１ Ｐ26

4 ＣＤ－Ｒ １枚 73 73 抜 資料１ Ｐ19

5 ＣＤ－ＲＷ １枚 180 180 抜 資料１ Ｐ19

Ｇ 借料・損料

1 会議室１（100人規模） 午後 225,000 225,000 抜 資料１ Ｐ35

2 会議室２（ 80人規模） 午後 99,000 99,000 抜 資料１ Ｐ35

3 会議室３（ 20人規模） 午後 33,000 33,000 抜 資料１ Ｐ35

Ｈ 雑役務費

翻訳料（外→和）＊400字詰め１枚

1 英語 400字詰 5,000 5,000 抜 資料１ Ｐ39

2 仏・独・西・中・韓語 400字詰 6,000 6,000 抜 資料１ Ｐ39

3 露・伊・葡語 400字詰 6,500 6,500 抜 資料１ Ｐ39

翻訳料（和→外）＊A4判１枚ダブルスペース23行

4 英語 Ａ４ 8,000 8,000 抜 資料１ Ｐ39

5 仏・独・西・中・韓語 Ａ４ 9,000 9,000 抜 資料１ Ｐ39

6 露・伊・葡語 Ａ４ 10,000 10,000 抜 資料１ Ｐ39

通訳料（逐次通訳）

7 英語 ４時間 52,500 52,500 抜 資料１ Ｐ39

8 仏・独・西・中・韓語 ４時間 52,500 52,500 抜 資料１ Ｐ39

9 データ入力 １時間 2,050 2,050 抜 資料１ Ｐ39

10 統計指導員 １日 6,850 6,850 抜 資料１ Ｐ13

11 統計調査員 １日 6,800 6,800 抜 資料１ Ｐ13

Ｉ 会議費

1 飲み物 １個 150 150 抜 500ml飲料

Ｊ その他

1 文献検索費用(システム契約料) 一式 360,000 360,000 抜

資料3 Ｐ4（文献検索を行う場合に必要な経
費）

2 文献複写費用(文献１件当たり) １文献 3,252 3,219 抜

資料3 Ｐ5(検索した文献を複写(入手)する
費用）
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